
- 1 - 

船舶事故調査報告書 

 

                              平成２９年４月６日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  庄 司 邦 昭（部会長） 

                         委   員  小須田   敏 

                         委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 乗組員負傷 

発生日時 平成２８年６月１日 １８時００分ごろ 

発生場所 徳島県徳島小松
こ ま つ

島港小松島第１区新港岸壁 

 小松島東防波堤南灯台から真方位３０７°６７０ｍ付近 

 （概位 北緯３４°００.７′ 東経１３４°３５.５′） 

事故の概要  押船鉱翔
こうしょう

丸及びバージ鉱翔
こうしょう

は、鉱翔のハッチカバー上で作業中、

一等機関士が船倉内に転落し、負傷した。 

事故調査の経過  平成２８年６月３日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

Ａ 押船 鉱翔丸、１８０トン 

   １３６８７８、株式会社ジェネック、独立行政法人鉄道建設・

運輸施設整備支援機構、伊予船舶株式会社（船舶借入人、Ａ

社） 

   ２６.４１ｍ×１５.７２ｍ×８.６０ｍ、鋼 

   ディーゼル機関、３,３０９kＷ、平成１５年５月１５日 

Ｂ バージ 鉱翔、７,６８０トン（載貨重量） 

   なし、株式会社ジェネック、独立行政法人鉄道建設・運輸施設

整備支援機構、Ａ社（船舶借入人） 

   １２７.４０ｍ×２１.００ｍ×８.８０ｍ、鋼 

   機関なし、不詳 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ４７歳 

   四級海技士（航海）（履歴限定） 

    免 許 年 月 日 平成１８年３月８日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年２月８日 

    免状有効期間満了日 平成３３年３月７日 

  一等機関士 男性 ５９歳 

   三級海技士（機関） 

    免 許 年 月 日 昭和６１年６月９日 

    免 状 交 付 年 月 日 平成２８年３月１７日 

    免状有効期間満了日 平成３３年６月８日 

 死傷者等 Ａ 重傷 １人（一等機関士） 
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Ｂ なし 

 損傷 なし 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 北、風力 ４、視界 良好 

海象：海上 平穏、潮汐 下げ潮の中央期 

 事故の経過  Ａ船は、船長及び一等機関士ほか５人が乗り組み、その船首部をＢ

船の船尾凹部に嵌合
かんごう

して押船列（以下「Ａ船押船列」という。）を構

成し、Ｂ船のアンローダ（揚げ荷装置）に修理を終えたグラブバケッ

トを取り付ける目的で、平成２８年５月２８日新港岸壁に着岸した。 

 船長は、６月１日１６時００分ごろ二等航海士、二等機関士及びグ

ラブバケットの整備業者担当者と共に、Ｂ船のハッチカバー上に置か

れたグラブバケット（最大巻上荷重６６ｔ）の上部においてセンサー

用ケーブル（以下「本件ケーブル」という。）の取付け作業を行って

いたところ、本件ケーブルに撚
よ

りが生じていたので、一旦、グラブバ

ケットの外に全て出し、本件ケーブルの上端側から撚りを取ることと

した。 

 機関長、一等機関士及び司厨長は、本件ケーブルの取付け作業を手

伝うこととし、グラブバケットの梯子
は し ご

の中段付近に機関長が、ハッチ

カバー上に司厨長と一等機関士がそれぞれ位置し、本件ケーブルの上

端側から撚りが取れていくのに合わせて本件ケーブルをグラブバケッ

トの上部に押し上げた。 

 司厨長は、本件ケーブルを押し上げていたところ、グラブバケット

の上部からストップとの合図があり、手を止めてふと後方を振り向い

たところ、１８時００分ごろ司厨長の後方にいた一等機関士が２番船

倉内に転落するところを目撃した。 

（写真１～写真４参照） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真１ アンローダ 
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写真２ グラブバケットの上部 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真３ 本件ケーブルの撚りを取り始めたときの機関長、一等機関士

及び司厨長の位置 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

写真４ 司厨長が見た一等機関士の転落直前の体勢 

 船長は、１１９番通報して救急車を要請し、誘導に当たった。 

 一等航海士、二等航海士及び司厨長は、一等機関士のもとに向か

本件ケーブル 

本件ケーブル 

機関長 

一等機関士 

グラブバケット 

司厨長 

ハッチカバーが開いていた 
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い、救急車が到着するまでの間、声を掛け続けた。 

 一等機関士は、救急車で病院に搬送され、外傷性くも膜下出血、頭

蓋底骨折等と診断された。 

（付図１ 事故発生場所概略図 参照） 

 その他の事項  Ｂ船は、船首側から１番船倉、２番船倉、３番船倉の順に３つの船

倉を配し、２２枚の折りたたみ式ハッチカバーが、２番船倉中央付近

から船首側と船尾側とに分かれ、それぞれ１番船倉の船首側及び３番

船倉の船尾側に格納されるようになっている。 

 グラブバケットは、本事故時、船首側のハッチカバー上に置かれて

いた。 

 一等機関士及び司厨長は、船首側のハッチカバー上で作業を手伝っ

ていた。 

 船長は、本件ケーブルの取付け作業が短時間で終了するものと思

い、同作業終了後にグラブバケットの試運転を行う目的で、本事故当

時、船尾側のハッチカバーを４枚分開けていた。 

 ハッチカバーは、１枚が縦約２.８ｍ、横約１１.７ｍである。 

 Ｂ船は、船倉底部からハッチまでの高さが約１１ｍである。 

（図１参照） 

 

 

 

 

 

 

 

図１ Ａ船押船列（当時の状況） 

 一等機関士は、ヘルメット、作業服及び安全靴を着用していた。 

 一等機関士は、本事故後、記憶を一部喪失し、本事故時の状況を思

い出せなかった。 

 司厨長は、一等機関士が、船首側のハッチカバー上にコイル状に置

かれた本件ケーブルを延ばそうとして船尾方に下がったのではないか

と本事故後に思った。 

 船長は、船尾側のハッチカバーを開けた際、開口部に転落防止用の

ロープを張っていればよかったと本事故後に思った。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

Ａ あり、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

Ａ なし、Ｂ なし 

 Ａ船押船列は、徳島小松島港において着岸中、船尾側のハッチカバ

ーを開けた状態で、船首側のハッチカバー上に置かれたグラブバケッ

２番船倉 １番船倉 ３番船倉 

船尾側のハッチカバー 

アンローダ グラブバケット 

司厨長 一等機関士 

船首側のハッチカバー 
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トに本件ケーブルの取付け作業を行っていたことから、船首側のハッ

チカバー上で同作業を手伝っていた一等機関士が、船尾方に下がった

際、船倉内に転落して負傷したものと考えられる。 

 船長は、本件ケーブルの取付け作業終了後にグラブバケットの試運

転を行う目的で、船尾側のハッチカバーを開けていたものの、本件ケ

ーブルの取付け作業が短時間で終了するものと思い、開口部に転落防

止用のロープ等を張っていなかったものと考えられる。 

 一等機関士は、本件ケーブルの取付け作業中、本件ケーブルの撚り

を取ることとなり、船首側のハッチカバー上で同作業を手伝うことと

したものと考えられる。 

 一等機関士は、船首側のハッチカバー上から船尾方に下がったもの

と考えられるが、本人が本事故当時の記憶を失っていることから、船

尾方に下がった状況を明らかにすることはできなかった。 

原因  本事故は、Ａ船押船列が、徳島小松島港において着岸中、船尾側の

ハッチカバーを開けた状態で、船首側のハッチカバー上に置かれたグ

ラブバケットに本件ケーブルの取付け作業を行っていたため、船首側

のハッチカバー上で同作業を手伝っていた一等機関士が、船尾方に下

がった際、船倉内に転落したことにより発生したものと考えられる。 

参考  Ａ社は、本事故後、再発防止策として、次の措置を講じることとし

た。 

・船内作業における注意事項や危険予知について、教育指導を行

い、安全意識の高揚を図る。 

・訪船活動時に作業状況や作業方法について確認を行い、事故の未

然防止を図る。 

 今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・転落の可能性がある場所で作業を行う場合は、柵等を設置するな

どして安全確認を行うこと。 
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付図１ 事故発生場所概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 事故発生場所 

（平成２８年６月１日 

 １８時００分ごろ発生） 

淡路島 

徳島県 和歌山県 

兵庫県 

小松島東防波堤北灯台 

小松島東防波堤南灯台 

小松島灯台 

徳島県小松島市 


